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新地方公会計制度とPFI事業 

New Local Government Accounting System and PFI Projects in Japan 

尾 上 選 哉 

１．はじめに 

本稿では、新しく導入された地方公会計制度が日本の地方公共団体の公共施設等の整

備・マネジメントにおいて、その活用が強く推進されているPFI事業どのように貢献しう

るかを考察・検討する。 

新地方公会計制度とは、2015（平成27）年１月、総務大臣が各地方公共団体に対して

通知した「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」（総務大臣通知）に基づ

くものである。この統一的な基準は、発生主義会計等の企業会計的手法を活用した財務

書類の作成と開示に係るものであり、地方公共団体の制度会計である歳入と歳出に基づ

く現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、「現金主義会計では見えに

くいコストやストックを把握することで中長期的な財政運営への活用の充実」（総務省

［2014b］）が期待されている。 

PFI（Private Finance Initiative）事業とは、地方公共団体などの公的主体と民間事

業者の企業等が連携して公共サービスの提供を行う様々な手法ないしは仕組み（官民

パートナーシップ；Public Private Partnership: PPP）の代表的な手法であり、民間

資金等活用事業ともよばれている。内閣府は公共施設等の整備・運営に民間の資金や創

意工夫をする「PPP／PFI推進アクションプラン」を策定し、2013（平成25）年度から

2022（平成34）年度までの10年間で21兆円規模のPPP／PFI事業を達成することを目標と

している（内閣府［2017a］1頁）。PFI事業の推進には、新地方公会計制度における発生

主義の思考に基づく財務情報が有用であると考えられている（特別委員会［2016］247

頁）。 

そこで本稿では、まず第２節では、新地方公会計制度を概観し、発生主義の思考に基

づく財務書類の利活用における現状を明らかにする。第３節ではPFI事業の意義および現

状を確認し、第４節ではPFI事業の推進に新地方公会計制度がどのように関係するかを検

討する。そして第５節では本稿をまとめることにする。 
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２．新地方公会計制度の目的 

（１）新地方公会計制度とは 

新地方公会計制度は、2015（平成27）年１月、総務大臣の各地方公共団体に対する

「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」の通知に基づくものであり、原

則として2015（平成27）年度から2017（平成29）年度までの３年間ですべての地方公共

団体において統一的な基準
．．．．．．

による財務書類等を作成することを要請するものである（総

務省［2015a］）1。この統一的な基準とは、総務省に設置された「今後の新地方公会計の

推進に関する研究会」が2014（平成26）年４月30日にとりまとめた報告書（以下、研究

会報告書という。総務省［2014a］）を基にしたものであり、固定資産台帳の整備と複式

簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する会計の基準である（以下、「統一的な基

準」という。）。この「統一的な基準」に基づいて、地方公共団体が財務書類を実務的に

作成するための作成要領として、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（総務省

［2015c］）が公表されている。 

「統一的な基準」は、発生主義会計等の企業会計的手法を活用した財務書類の作成と

開示に係るものであり、地方公共団体の制度会計である歳入と歳出に基づく現金主義会

計による予算・決算制度を補完するものとして、「現金主義会計では見えにくいコストや

ストックを把握することで中長期的な財政運営への活用の充実」（総務省［2014b］）が期

待されている。 

 

（２）「統一的な基準」導入の背景 

 地方公共団体の会計に「統一的な基準」が導入された背景には、①地方財政の悪化お

よび②パブリック・アカウンタビリティ（公的説明責任）の重要性の高まりがある。地

方財政の状況が緊迫する中、地方公共団体は「第２の夕張2」とならないために、財政状

況を改善することが急務とされた。財政状況の改善すなわち健全化には財政の透明性を

高め、財政の効率化・適正化の推進が不可避となったのである。また、地方公共団体の

利害関係者である住民（納税者）・議会に対するパブリック・アカウンタビリティの重要

性が高まるにつれて、財政の透明化は不可避であり、行政サービスの効率的かつ効果的

                                 

1 2017（平成29）年度は本年（2018年）３月31日に終了し、２ヶ月間の出納整理期間の後、８月末ま

でに地方自治法に基づく決算書が作成され、監査委員の審査を経た後、９月の決算議会において認

定され、住民等に公表される。「統一的な基準」に基づく財務書類等の公表は、地方自治法に基づく

決算書の後になると思われるので、９月ないしは10月以降にはほとんどすべての地方公共団体の財

務書類等が出揃うということになる。 
2 北海道夕張市は財政破綻の末、2006（平成18）年６月に財政再建団体入りを表明し、2007（平成19）

年３月に総務大臣の同意を得て再建団体となった。これを受けて、2007（平成19）年６月に「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成19年法律第94号）、いわゆる財政健全化法が制定され

た（2008（平成20）年４月施行）。 
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な提供が要請されるようになったのである。 

 地方公共団体の会計は、従来、住民から徴収された対価性のない税財源の配分を議会

において議決された予算に委ねており（予算による事前統制）、予算執行の結果は決算と

して議会に報告され、住民にも公開されてきたのである（総務省［2014a］2頁；齋藤他

［2017a］106頁）。このような地方公共団体の制度会計においては、「予算の適正・確実

な執行に資する観点から、現金の授受の事実を重視する現金主義が採用」（総務省

［2014a］2頁）されてきたのである。 

 しかしながら、従来の現金主義に従った場合には、「社会的インフラの増大やその維持

のための支出並びに地方債の償還や利息の支払いのための支出等のために、行政サービ

スの受益世代が公平に負担をしているのか（世代間の負担の公平化）など」（齋藤他

［2017a］106-107頁）について十分な情報を提供し説明できない状況が生じていた。こ

のような問題に対応するために、総務省は企業会計において培われてきた発生主義会計

を導入し、財務書類の作成と開示を推進してきたのである。しかしながら、地方公共団

体の財務書類作成に適用される統一的な会計基準がなかったことから、各地方公共団体

によって異なる会計基準や会計モデル（例えば、基準モデルや総務省方式改訂モデル3、

東京都方式4など）に準拠した財務書類が作成され、地方公共団体間の比較可能性の向上

などが問題として指摘されていたのである。 

 

（３）「統一的な基準」の意義と目的 

 このような状況の中で、総務省は「統一的な基準」を地方公共団体に導入することと

したのである。研究会報告書によれば、地方公会計整備の意義は次の３点である（総務

省［2014a］4頁）。 

 地方公会計は、発生主義によりストック情報やフロー情報を総体的・一覧的に把握

することにより、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものであり、具体

的には、①発生主義による財務書類において、現金主義会計では見えにくいコスト

やストックを把握し、中長期的な財政運営への活用の充実への期待、②発生主義に

よる財務書類を、現行の現金主義会計による決算情報等と対比し、財務情報の内容

                                 

3 総務省に設置された「新地方公会計制度研究会」（座長：跡田直澄）の報告書（2006（平成18）年

５月18日）は、２つの会計モデルを提示した。１つが「地方公共団体財務書類作成に係る基準モデ

ル」であり、もう１つが「地方公共団体財務書類作成に係る総務省方式改訂モデル」である。前者

は「開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき作成し、ストック・フロー情報を網羅的に公正価値

で把握した上で、個々の取引情報を発生主義により複式記帳して作成する」（総務省［2007b］２頁）

ものであり、後者は「固定資産台帳や個々の複式記帳によらず、既存の決算統計情報を活用して作

成する」（同上）ものである。 
4 東京都方式とは「固定資産台帳をもとに開始貸借対照表を作成し，複式簿記による取引の日々仕訳

で記録し，これを予算執行に関する官庁会 計システムと連動させるもの」である（山浦［2016］７

頁）。 
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理解の深まりである（16項）。 

 各地方公共団体においては、地方公会計の整備により、①住民や議会等に対し、財

務情報をわかりやすく開示することによる説明責任の履行と、②資産・債務管理や

予算編成、行政評価等に有効活用することで、地方公共団体のマネジメントの強化、

財政の効率化・適正化を図ることへの期待である（17項）。 

 各地方公共団体への役立ちのみならず、地方公共団体全体としての財務情報のわか

りやすい開示という観点からも必要である（18項）。 

 「統一的な基準」は情報の意思決定有用性アプローチに基づき、財務書類の利用者と

して、①住民、②地方債等への投資者、③その他外部の利害関係者（取引先、国、格付

け機関等）および④地方公共団体の内部者（首長、議会、補助機関等）等を特定してい

る（総務省［2014a］27項）。その上で、地方公共団体の財務書類の作成目的は、「経済的

または政治的意思決定を行う上記の情報利用者に対し、意思決定に有用な情報をわかり

やすく開示することによる説明責任の履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価な

どに有効に活用することで、マネジメントを強化し、財政の効率化・適正化を図ること

にある」とし、具体的には次の４つに関する地方公共団体の情報を提供するとしている

（総務省［2014a］29項）5。 

① 財政状態 

② 発生主義による一会計期間における費用・収益 

③ 純資産の変動 

④ 資金収支の状態 

 

（４）財務書類の利活用における現状 

 総務大臣通知（総務省［2015a］）は、2017年（平成29）度までに地方公共団体は「統

一的な基準」に基づく財務書類を作成することを要請しており、2018（平成30）年の秋

以降に全国の各地方公共団体の作成した財務書類が公表される予定6であり、今後、「統一

的な基準」による地方公会計が浸透していくとなる。 

 次の段階としては、財務書類が上述の作成目的を達成するための手段として利用・活

用されるかである。総務省でも、財務書類の利活用については「統一的な基準」の導入

時より検討を進めてきているところであり、利活用に向けた手引き（「財務書類等活用の

手引き」、以下、「手引き」という。総務省［2015d］）も準備されてきた7。「手引き」では、

                                 

5 「統一的な基準」の詳細については、総務省［2014a］および総務省［2015c］を参照されたい。ま

た研究会座長を務めた鈴木豊氏による鈴木編［2014］、鈴木編［2016a］、鈴木編［2016b］も詳しい。 
6 地方公共団体の状況を勘案し、「やむを得ない理由がある場合」には５年間の移行期間、すなわち

2019（平成31）年度までに財務書類を作成することが認められている（総務省［2015a］別紙２）。 
7 2015（平成27）年１月に公表された「統一的な基準」による地方公会計マニュアル（総務省
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た研究会座長を務めた鈴木豊氏による鈴木編［2014］、鈴木編［2016a］、鈴木編［2016b］も詳しい。 
6 地方公共団体の状況を勘案し、「やむを得ない理由がある場合」には５年間の移行期間、すなわち

2019（平成31）年度までに財務書類を作成することが認められている（総務省［2015a］別紙２）。 
7 2015（平成27）年１月に公表された「統一的な基準」による地方公会計マニュアル（総務省
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財務書類を行政内部におけるマネジメント・ツールとして活用することや、行政外部に
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［2015C］）には、「財務書類等活用の手引き」（総務省［2015d］）が含められていた（2016（平成28

年）５月に改訂版）。 
8 ３団体の事例である。①予算要求特別枠による中長期的なコストの削減および広報誌、バランス

シート探検隊等による広報活動（愛媛県伊予郡砥部町）、②適切な資産管理のための基金の創設およ

び固定資産台帳の管理体制の強化（京都府相楽郡精華町）、③セグメント分析による図書館の統廃合、

予算編成のための行政コストの比較および日々仕訳の自動化による業務の効率化（熊本県宇城市）。 
9 当該研究会については、下記URLを参照されたい。2018（平成30）年３月の研究会（３月15日開催

予定）において報告書案・マニュアル案をまとめ、その後、公表する予定である。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kokaikei_sokushin/index.html（2018年３月12日ア

クセス） 
10 特別委員会の最終報告は、特別委員会［2016］にまとめられている。第１部：基礎理論、第２
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る実態調査」（特別委員会［2016］381-428頁）によれば、地方公共団体は「統一的な基

準」に基づいて財務書類を作成し整備するものの、どのように財務書類を利用・活用す

ればよいかという具体的な利活用の方法については十分な理解が進んでいないという可

能性が示されていた（齋藤他［2017a］117-118頁；齋藤他［2017b］）。また、著者の所属

する大原大学院大学社会科学研究所主催の地方公会計に関わる講演会等における参加者

アンケートにおいても、地方公共団体の担当者からは利活用についての意見が多く集め

られており、利活用をテーマにした講演会やワークショップの開催を望む声が寄せられ

ていたのは、各地方公共団体において財務書類をどのように利活用すればよいかという

理解が進んでいない証左であろう11。 

 

３．PFI事業の現状 

（１）PFI事業とは 

 PFI（Private Finance Initiative）とは、PPP（Public Private Partnership）12の代

表的な手法の１つであり、「公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能

力及び技術的能力を活用することにより、同一水準のサービスをより安く、又は、同一

価格でより上質のサービスを提供する手法」（内閣府［2017b］）である。PFIは、もとも

とサッチャー政権以降の英国の行財政改革において、大蔵省が1992年に導入した社会資

本整備を効率的に進める政策的手法である。厳しい予算制約の中でいかにして公共サー

ビスを提供し、社会資本整備を進めていくかという課題の解決策として打ち出されたも

のであり、民間部門の資金を活用し、官民協力によって社会資本整備を進めるのみなら

ず、運営・管理の面でも取り入れるものであった（杉浦［2003］59-60頁）。 

 日本においても、国・地方の財政状況の悪化に伴い、行政による社会資本整備を効率

的に進め、経済の活性化および経済成長を実現する手段としてPFIが導入されたのである。

PFI事業はPFIの手法を用いた民間資金等活用事業であり、「民間資金等の活用による公共

                                                                              

部：国際的動向、第３部：新公会計制度の活用・効果（内部利用）、第４部：新公会計制度の活用・

効果（外部利用）、第５部：監査および第６部：実態調査から構成されている（全428頁）。 
11 大原大学院大学社会科学研究所では、2016年６月より３回の地方公会計講演会を開催している。

2017（平成29）年11月１日に開催された特別講演会において著者は「｢統一的な基準｣による財務書

類の利活用」と題して研究報告を行った（章末の〈資料〉を参考されたい）。http://www.o-

hara.ac.jp/grad/research-institute/lecture.html（2018年３月12日アクセス） 
12 PPPとは、一般に行政側（官）と民間の企業等（民）が連携して公共サービスの提供を行う様々な

手法ないしは仕組みであり、官民パートナーシップないしは官民（公民）連携などと呼ばれている。

内閣府によれば、「公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、

民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの」（内閣府［2017b］

スライド7）とされている。PPPには指定管理者制度、市場化テスト、公設民営方式、さらに包括的

民間委託、業務のアウトソーシングなどが含まれ、PFIはPPPの代表的な手法である。OECDによれば、

何がPPPを構成する要素であるかに関する明確な定義はなく、国や機関などによってPPPの定義は異

なる（OECD［2008］pp.16-25）。 
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施設等の整備等の促進に関する法律」（1999（平成11）年７月30日成立、最終改正2016

（平成28）年５月27日；以下、PFI法という。）に基づき実施されている。PFI法によれば、

「民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るた

めの措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国

民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄

与する」（第１条）ことを目的とすると規定されている。そして、ここにいう公共施設等

とは、①道路、鉄道、港湾、河川、公園、水道、下水道、工業用水道などの公共施設、

②庁舎、宿舎等の公用施設、③賃貸住宅および教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施

設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設、④情報通信施設、

熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除く。）、観光施設

および研究施設、⑤船舶、航空機等の輸送施設および人工衛星（これらの施設の運航に

必要な施設含む。）など、幅広い施設等がその対象となっている（第２条）。このような

公共施設等の整備・運営を民間の資金のみならず経営能力等を利用することにより、「公

共サービスの提供に関わるコストの削減ないしは同じコストでより質の高い公共サービ

スを提供すること、換言するならばアウトカムがより高いレベルで達成される」（特別委

員会［2016］246頁）ことを目指しているのである。 

 

（２）PFI事業の現状 

 内閣府民間資金等活用事業推進室によれば、2017（平成29）年３月31日現在、PFI事業

の事業数609件（実施方針公表件数）、契約金額（累計）は54,686億円にのぼり、事業主

体別にすると、国74件、地方公共団体490件、その他1345件となっている（内閣府［2017b］

スライド3-4頁）。内閣府はPFI手法を用いることによって、公的負担の抑制を図りながら、

社会資本整備を推進し、国および地方公共団体の基礎的財政収支の改善を目指している。

そこで、内閣府に設置された民間資金等活用事業推進会議は定期的にアクションプラン

を策定し、PFI事業の推進を図っている。2017（平成29）年６月９日には「PPP／PFI推進

アクションプラン（平成29年改訂版）」（内閣府［2017a］）が公表され、更なる推進のた

めの施策および事業規模目標が掲げられている。アクションプラン（内閣府［2017a］）

によれば、PPP／PFI推進のための施策として、特にコンセッション事業（後述）の活用

があげられている（3-4頁）。また公的不動産における官民連携の推進があげられ、行政

財産を含む国公有不動産や国立大学法人等の不動産等の公的不動産の最適利用を図るこ

とが課題とされている（5頁）。さらに、人口20万人以上の地方公共団体（181団体）にお

いては優先的検討規定14を確実に策定することが掲げられ、人口20万人未満の地方公共団

                                 

13 その他とは、公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人である。 

14 優先的検討規定とは、「公共施設等の運営等の方針の見直しに当たっては、多様なPPP／PFI手法の
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体においても順次適用拡大を図るとされている（7-8頁）15。 

  

（３）コンセッション事業 

 コンセッション事業とは公共施設等運営権制度を活用したPFI事業である（図表１参

照）。この方式は「公共施設等を所有する権利と運営する権利を二分し、公的主体が公共

施設等を所有しながら、その運営権を一定の長期間にわたり民に売却し、民が当該施設

を運営する手法」（東洋大学［2015］78頁）であり、内閣府が上述のアクションプランに

おいてその推進を強く要請されているものである。 

図表 １ 

（出典）内閣府民間資金等活用事業推進室HP

（http://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/con_houshiki.pdf） 

                                                                              

導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること」（優先

的検討）のために、公共施設等の管理者等が定めなければならない手続きおよび基準等をいう（内

閣府［2015］1頁）。 
15 内閣府民間資金等活用事業推進室は、2017（平成29）年４月17日、優先的検討規定の策定状況を

公表している。策定が要請されていた人口20万人以上の地方公共団体181団体のうち、平成28年度末

時点で作成を終えているのは122団体であり、平成29年度以降に策定予定としているのは58団体、策

定しないとしているのは１団体であった。また人口20万人未満の地方公共団体1607団体のうち、24

団体が策定済みであり、今後182団体が策定を予定しているとのことであった。

http://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/sakuteizyoukyou/pdf/sakuteizyoukyou1703_0.pdf

（2018年３月14日アクセス） 
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 コンセッション方式を公共施設等の運営に導入することは、施設の維持管理・運営・
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４．PFI事業と新地方公会計制度 

 ここまで新地方公会計制度の概要とその進展状況を確認し、国を挙げてその推進が期
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どのように行財政改革を進めていくかが課題とされているのである。本節では、PFI事業

と新地方公会計制度の関わりについて考察する。 

  

（１）Value for Money 

 公共施設等の整備等においてPFI事業を実施するのは、上述のように、民間事業者が

行った方が地方自治体などの公的主体が行うよりも、同一水準のサービスをより安く、

ないしは同一価格でより上質のサービスを提供することができる場合である。PFI手法を

適用するか否かを決定する際における重要なメルクマールは、「Value for Money（以下、

VfMという18。）」という概念である。 

 VfMとは、総務省の「VFM（Value For Money）に関するガイドライン」（以下、「VFMガ

イドライン」という。総務省［n.d.］）によれば、「支払に対して最も価値の高いサービ

                                 

16 MICEとは、「企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）

（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、

イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベ

ントなどの総称」をいう（http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/mice.html）。 
17 コンセッション事業等の重点分野の進捗状況については、内閣府民間資金等活用事業推進室が

2017（平成29）年11月10日時点の状況をまとめ、公表している。

http://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/concession.pdf（2018年３月14日アクセス） 
18 以下、文献の引用において、原著に「VFM」と記されている場合には「VfM」に置き換えることな

く、そのまま引用している。 
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スを供給する考え方」という考え方である（総務省［n.d.］2頁）。公共施設等の整備等

をPFI事業として実施する条件は、PFI手法を用いた方が公的主体が従来のように実施す

るよりも、当該事業を効率的かつ効果的に実施できる場合としている。この判定にVfMが

用いられるのであるが、｢支払｣と「サービスの価値」の関係に基づいた相対的な評価で

ある。ここで、｢支払｣とは「事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値」

をいい、「サービスの価値」とは「公共施設等の整備等によって得られる公共サービスの

水準」をいう（同上）。 

 仮に、従来型の公共主体が実施する場合と民間事業者がPFI事業として実施する場合、

どちらの方法においても同一の公共サービス水準を提供するとした場合には、「支払」す

なわちコストが低い方が「VfMがある」と判断することなる。「VFMガイドライン」によれ

ば、公共自ら実施する場合の事業期間全体を通じた適正な事業費用予測に基づく公的財

政負担の見込額の現在価値である「PSC」（Public Sector Comparator）と、PFI事業とし

て実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値である「PFI事

業のLCC19」の比較により、VfMの判断が行われることとなっている。適正なVfMの判断を

行うためには、発生主義に基づくコスト計算が不可欠となっている。 

 

（２）公的不動産における官民連携の推進 

 上述のPPP／PFI推進アクションプランによれば、コンセッション事業のみならず、行

政財産を含む国公有不動産や国立大学法人等の不動産等の公的不動産の最適利用を図る

ことが課題となっている（内閣府［2017a］5頁）。これは低未利用となっている公的不動

産の有効活用を目指すものであり、そのために「民間の創意工夫を最大限活用するため、

民間提案を積極的に活用する」（同上）こととしている。官民連携の枠組みとして、「地

方公共団体等が公的不動産を現物出資し、民間事業者が現金等を出資するとともにノウ

ハウを提供することで新たな事業体を設立し、当該事業体を活用して公的不動産の有効

活用を図る」（同上、脚注5）というLABV（Local Asset Backed Vehicle）等の新しい手

法を積極的に検討すべきことが示されている。このような事業を推進するためには、公

共施設等総合管理計画等の策定のみならず、固定資産台帳等の整備が必須となる。また

地方公共団体は民間事業者とともに事業体を設立し出資することになることから、地方

公共団体の財政状況を明らかにする観点から、当然に地方公共団体の財務書類との連結

が必要であろう。 

 

                                 

19 LCCとは、Life Cycle Costの略であり、取得コストのみならず、取得後の使用に伴う使用コスト

等を含めたコスト概念である。 
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（３）民間提案の積極的活用 

 PPP／PFI推進アクションプランは、推進のための施策として「民間提案の積極的活用」

を掲げ、その方針を「民間事業者のイニシアチブを活用した案件形成を促進するため、

民間事業者による提案を活用する。その際、公共施設等の管理者である地方公共団体等

が民間事業者に対し適切な情報提供を行うことが重要」であるとしている（内閣府

［2017a］11頁）。 

 民間事業者が事業を提案するためには、地方公共団体等の公共施設等に関わる広範な

情報が必要となる。新規事業を行うために、民間事業者であれば通常必要とする情報で

ある。従来の地方公会計においては作成されていない、もしくは重視されていなかった

情報が不可欠となるのである。 

 

（４）新地方公会計制度の役立ち 

 このように、PFI事業を推進するためには、民間事業者の参入の障壁となる要素を取り

除くことが重要である。つまり、民間事業者はPFI事業等に参入するに際して、投資を上

回る収益を獲得することが可能か否かを判断するための情報が必要であり、その情報を

地方公共団体などの公的主体が適切に提供することが望まれる。このような情報提供の

ためには、企業会計において培われてきた発生主義の思考を援用した財務情報の作成が

必要不可欠であり、そしてこの財務情報の作成の前提となるのが固定資産台帳の整備で

ある。その意味で、「統一的な基準」を中心とした新地方公会計制度は、現行の現金主義

会計による予算・決算制度を補完するものという位置づけでありながら、現金主義会計

では捉えることができなかったコストやストックを把握することができることから、地

方公共団体等の財政状況が厳しさを増す中にあって、社会資本整備を推進していくため

の重要なツールであるといえる。PFI事業の中でも、コンセッション事業の重要性が高く

なっていることを鑑みると、「運営権対価を受け取る場合には、発生主義の思考は収益に

影響をもたらす」（齋藤他［2017b］247頁）ことから、その検討も必要となっているとい

えよう。 

 

５．むすびにかえて 

 本稿では、新地方公会計制度がPFI事業の推進にどのような貢献することができるかを

明らかにするために、まず第２節において、新地方公会計制度の意義、その導入の背景

および目的を明らかにし、新地方公会計制度の要となる財務書類の利活用の現状を考察

した。その結果、地方公共団体においては財務書類を作成するステージにあり、まだ財

務書類をどのように李かつよれば良いかというステージには到達していないことが明ら

かとなった。次いで第３節では、PFI事業の意義およびPFI事業の現状、特にその重要性
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が増しているコンセッション事業を確認し、第４節でPFI事業と新地方公会計制度の関わ

り、すなわちその接点について考察を行った。その結果、新地方公会計制度において作

成される財務書類がPFI事業の推進に必要不可欠であることが明らかとなったのである。 

 総務省は「統一的な基準」に基づき整備される財務書類の行政外部での活用策として、

｢手引き｣に「PPP／PFIの提案募集」を示している（総務省［2015d］8頁）。新地方公会計

制度において整備が行われた固定資産台帳を公表することにより、民間事業者からPPP／

PFI事業の提案募集が積極的に行われることを期待するとともに、そのためには固定資産

台帳に当該固定資産に係る利用状況やランニングコストといった記載項目の追加が必要

不可欠であることも示唆している。このような総務省の考え方は、内閣府におけるPPP／

PFI推進アクションプランにおける施策として掲げているものと通じており、地方公共団

体の厳しい財政状況を乗り越えていくためには双方が重要であることが明らかである。 

 ｢新地方公会計に関する実態調査｣によれば、「統一的な基準」による財務書類のPFIへ

の活用をについて、「期待している」とした地方公共団体は21.4％であり、「期待してい

ない」と回答した地方公共団体は54.4％にのぼった（特別委員会［2016］401頁）。さら

に、固定資産台帳の効果として、｢PFI事業のより適当な検討が可能になる｣としたのはわ

ずか2.2％の地方公共団体であった（同上）。また、そもそも整備した固定資産台帳を｢公

表・公表予定｣とする地方公共団体は24.9％にとどまっており、固定資産台帳を積極的に

開示し、外部の民間事業者が利用可能な状態にすることが期待される（特別委員会

［2016］390頁）。このことは、総務省や内閣府が期待しているようには地方公共団体の

動きは進んでいないのが現状であり、政府の期待と地方公共団体の現実の間にある大き

な隔たりを埋め、小さくしていく作業が今後必要であることを示している。 

 2018（平成30）年３月末が、総務省が全国の地方公共団体に財務書類等の作成を要請

している一つの区切りであり、秋以降には財務書類等が公表される予定である。なお、

やむを得ない場合に限り、2020（平成32）年３月末までの延長が認められているが、今

後は財務書類等の活用事例を積み上げ、またそれらを共有することを通じて、財務書類

等の役立ちを行政内部のマネジメントにおいて、また行政外部のステークホルダーへの

説明責任の履行や対話が進められることを期待したい。 
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